
生活科学 
センター 
だより 

ハイ！ 
神崎郡消費生活 
　　　中核センター 
　　　　相談員です 

賃
貸
ア
パ
ー
ト
退
去
す
る
時
に
 

修
繕
費
を
請
求
さ
れ
た
 

〔
相
談
〕 

　
５
年
前
に
友
人
の
紹
介
で
賃
貸

ア
パ
ー
ト
を
借
り
た
。
入
居
時
に

敷
金
や
礼
金
は
支
払
わ
な
か
っ
た

が
、
隣
室
の
賃
貸
料
金
よ
り
高
い

料
金
を
滞
る
こ
と
な
く
支
払
っ
て

き
た
。
仕
事
の
都
合
で
来
月
末
に

出
る
と
家
主
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、

壁
ク
ロ
ス
の
張
替
え
や
家
の
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
代
な
ど
を
請
求
さ
れ
た
。

支
払
わ
な
い
と
い
け
な
い
か
。 

（
４０
歳
代
男
性
） 

〔
処
理
〕 

　
賃
貸
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
退
去
す

る
時
の
修
繕
や
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
費
用
は
基
本
的
に
、
建
物
の

経
年
劣
化
や
通
常
の
使
用
に
よ
る

損
耗
に
つ
い
て
は
月
々
の
家
賃
に

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
、
家
主
が
負
担
し
ま
す
。

し
か
し
、
借
主
の
不
注
意
や
通
常

の
使
用
方
法
に
反
す
る
使
い
方
な

ど
に
よ
っ
て
室
内
を
壊
し
た
り
汚

し
た
り
し
た
場
合
は
、
借
主
が
修

繕
費
用
を
負
担
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
家
主
と
借
主
と
の
間
で

原
則
と
違
う
特
別
の
約
束
（
特
約
）

が
あ
る
場
合
は
、
そ
ち
ら
が
優
先

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

　
こ
の
た
び
の
相
談
者
は
契
約
書

を
交
わ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
で
特
約
は
な
い
と
判
断
し
ま

し
た
。
以
上
の
こ
と
を
参
考
に
請

求
の
根
拠
を
確
認
し
、
家
主
と
話

し
合
い
を
す
る
よ
う
助
言
し
ま
し

た
。 

 〔
ア
ド
バ
イ
ス
〕 

　
賃
貸
ア
パ
ー
ト
の
壁
ク
ロ
ス
を

傷
つ
け
た
場
合
、
借
主
の
負
担
は

㎡
単
位
で
考
え
ま
す
。
し
か
し
、

破
損
部
分
だ
け
を
張
替
え
る
こ
と

で
色
あ
せ
た
他
の
古
い
部
分
と
色

が
違
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
は
、

ク
ロ
ス
一
面
分
の
張
替
え
を
借
主

負
担
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

　
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
経

年
年
数
を
考
慮
し
通
常
損
耗
・
経

年
劣
化
分
を
差
し
引
い
た
も
の
が
、

借
主
負
担
と
な
り
ま
す
。 

　
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル

と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
、
交
渉
す

る
場
合
の
参
考
に
な
り
ま
す
。 

　
契
約
を
す
る
時
に
は
契

約
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
の
ほ
か
特
約
も
よ
く
確

認
し
ま
し
ょ
う
。
特
約
は

何
で
も
有
効
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
①

契
約
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
②
借
主
が
通
常
の

原
状
回
復
よ
り
不
利
な
義

務
を
負
う
こ
と
を
理
解
し

て
い
る
こ
と
③
特
約
の
効

力
を
認
め
た
結
果
が
著
し

く
借
主
の
不
利
で
な
い
こ

と
、
な
ど
の
条
件
を
満
た

す
場
合
に
、
家
主
と
借
主

の
間
で
合
意
を
す
れ
ば
不

利
な
特
約
も
有
効
と
考
え

ら
れ
ま
す
。 

　
契
約
前
に
不
利
な
特
約

が
な
い
か
確
認
し
、
変
更

で
き
る
か
交
渉
し
て
か
ら

契
約
す
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。 

       

　
秘
密
厳
守
　
相
談
は
無
料 

　
相
談
日
時
　
火
〜
金
曜
日 

　
　
　
　
　
　
９
時
〜
１６
時 

　
神
崎
郡
消
費
生
活
中
核
セ
ン
タ

ー
は
、
文
化
セ
ン
タ
ー
の
敷
地
内

に
あ
り
ま
す
。 

　
（
月
曜
日
は
休
館
日
） 

福
崎
町
の
消
費
者
行
政
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て 

町
長
　
嶋
田
正
義 

　
福
崎
町
で
は
、
平
成
２２
年
４

月
か
ら
市
川
町
・
神
河
町
と
共

同
で
、
神
崎
郡
消
費
生
活
中
核

セ
ン
タ
ー（
福
崎
町
立
生
活
科
学

セ
ン
タ
ー
内
）を
設
置
し
、
消
費

生
活
に
関
す
る
相
談
業
務
や
啓

発
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

　
こ
れ
ま
で
同
様
に
、
今
後
も

消
費
生
活
専
門
相
談
員
の
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
や
出
前
講
座
な
ど
に

よ
る
消
費
者
へ
の
啓
発
活
動
や

情
報
提
供
を
と
お
し
て
、
悪
質

商
法
・
架
空
請
求
な
ど
多
様
化
・

複
雑
化
す
る
消
費
者
問
題
に
対

す
る
被
害
防
止
に
努
め
ま
す
。 

　
ま
た
、
関
係
機
関
や
各
種
団

体
と
の
連
携
に
よ
り
消
費
者
保

護
対
策
や
消
費
者
教
育
を
推
進 

し
、
消
費
者
の
よ
り
安
全
・
安

心
な
く
ら
し
の
実
現
に
向
け
て

引
き
続
き
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

相
談
窓
口
の
充
実
を
図
り
ま
す
。 

　本人通知制度とは、住民票の写し等の不正請求と不正取

得による個人の権利の侵害を防止するため、本人以外の第

三者に証明書を交付した時に本人に通知する制度です。 

　通知を希望する方は事前に登録が必要です。 

申し込み・問い合わせ先　住民生活課　町民窓口係（内線３７４） 

住民票の写し等の不正請求を防ぐため 

「本人通知制度」をご利用ください 

日　時　２月２２日（日）　１３：３０～１５：３０ 
場　所　生活科学センター講義室 
内　容　プリザーブドフラワーやひな祭りの小物を使って
　　　　花飾りを作ります。 
参加費　作品１個につき約３,０００円 
定　員　１５人（定員になり次第締め切り） 
申し込み先　生活科学センター（　２２－４９７７） 

くらしの　 
ゼミナール 
くらしの　 
ゼミナール 

プリザーブドフラワー　 
　ひな祭りアレンジメント 

消
費
生
活
の
相
談
や
問
い
合 

わ
せ
、
苦
情
は
、
神
崎
郡
消 

費
生
活
中
核
セ
ン
タ
ー
へ 

（
　
２２
・
４
９
７
７
） 
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排水設備 公共下水道 

公
共
汚
水
ま
す 

排水管 

側
溝 

マ
ン
ホ
ー
ル 

公道 

下
水
本
管 

生ごみ処理容器・処理機（電気式） 
を使ってごみ減量化に取り組んで 
みませんか？　　 

生ごみ処理容器・処理機（電気式） 
を使ってごみ減量化に取り組んで 
みませんか？　　 
　生ごみ処理容器・生ごみ処理機（電気式）を購入さ 
れた方に、購入費用の半額を助成しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
　※過去５年以内にこの補助を受けた方は対象となりません。 
　※上記のものを持参のうえ、住民生活課へお越しください。 

問い合わせ先　住民生活課（内線３７３） 

生
ご
み
　 

処
理
容
器 

生
ご
み
処
理
機 

（
電
気
式
）
　 

補助限度額 

２，５００円 

２０，０００円 

２基まで 

１基まで 

申請数 
（１世帯につき） 

申請に必要なもの 

印鑑・領収書（口座振込を希望す 
る場合は通帳） 

印鑑・領収書・保証書・製品のカタ 
ログ（口座振込を希望する場合は 
通帳） 

マンホールポンプの詰まりが多発！ 
　今年度、町内６６か所のマンホールポンプのうち８か所で延べ１７

回、下水道本管で３回の詰まりがありました。このように本管が

詰まったりマンホールポンプが故障すると高い修理代がかかり、

利用者のみなさんの負担が増えることになりますので、十分にご

注意ください。 

 

詰まりやすい下水道 
　下水道は各家庭から流されるすべてのものを処理できるもので

はありません。特に油分を本管へ流した場合、内部に付着してだ

んだん固くなり、管を狭くしてしまいます。また、異物がからみ

つくと、すぐに詰まってしまいます。 

問い合わせ先　上下水道課（内線３８７） 

　タオル、水に溶けない紙、髪の毛など

が主な原因で下水道本管やマンホールポ

ンプを詰まらせています。 

１１ 

　毎週金曜日は午後７時１５
分まで窓口業務を延長して
行っています。 
　対応業務は、住民票、戸籍、
印鑑証明書、所得証明書の
交付です。 
＊住民異動、印鑑登録は除く。 

住民生活課窓口からの 
お知らせ 

　家庭の下水は、宅内排水設備、公共汚水

ますを経由し、道路地下に埋設された下水

道本管へ排出されます。勾配がつけられた

本管に沿って、下水は自然に下流へ流れて

いきますが、自然な流れを確保できない所

にはマンホールポンプが設置してあり、ポ

ンプの力を利用して下流へ押し出します。

最終的には福崎浄化センターで処理し、市

川に放流しています。 

下水道管内に詰まった下着類 下水道管内に詰まった下着類 

生
ご
み
処
理
機 



確定申告・住民税申告のお知らせ 

　平成２６年分の所得税の確定申告の窓口での相談及び
申告書の受付は、２月１６日（月）から３月１６日（月）ま
でです。申告書はできるだけ自分で書いて、申告期間
内に早めに提出してください。 
（申告が必要な方） 
・事業（自営業など）、不動産（地代や家賃）、農業の所
得がある方 
・報酬、個人年金の受取金、保険の満期（解約）受取金
などの所得がある方 
・給与や年金を２か所以上からもらっている方 
・給与所得者で年末調整をしていない方 
・２種類以上の所得がある方（例：給与所得と不動産所
得、年金所得と農業所得など） 
・土地建物や株式等の譲渡があった方 
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加
入している方　など 

（申告に必要なもの） 
・確定申告書（税務署から送付されている方のみ） 
・源泉徴収票（給与所得者、年金受給者） 
・報酬等の支払調書、個人年金や保険の満期受取金等
の支払証明書 
・収支内訳書（農業・営業・不動産所得等のある方） 
・国民年金保険料等支払証明書 
・生命保険や地震保険料（旧長期損害保険料）の支払証
明書 
※お持ちの保険料控除証明書は全てご持参ください。 
・医療費の領収書（保険金などで補てんされる金額がわ
かるものを含む） 
・印鑑　など 
 
※農業所得・不動産所得等の必要経費で固定資産の租
税公課が不明な方は、平成２６年６月１６日付けでお送
りした「平成２６年度固定資産税課税明細書」を必ずお
持ちください。 
 
◎収入がない場合も申告が必要です 
　申告は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料の算定や軽減判定等の基礎資料となります。
正しく保険税（料）を算定し、保険税（料）の軽減判定等
を受けるためには、被保険者と世帯主の所得把握が必
要です。収入がない場合でも必ず申告してください。 
※申告がないと軽減が受けられない場合がありますので、
ご注意ください。 
 
〈問い合わせ先〉　姫路税務署（　０７９－２８２－１１３５㈹） 
　　　　　　　　　役場税務課（内線３４４・３４５） 

◎申告書は自分で書いてお早めに 

◎土地等の譲渡所得および事業所得 
　（青色申告）のある方へ 
　土地等の譲渡所得及び事業所得のある方は、申

告期間内に姫路税務署の開設する申告会場（姫路労

働会館）で申告してください。 

◎農業所得のある方へ 
　事前にご自身で販売金額や必要経費を必ず集計

しておいてください。減価償却費の計算のみ職員

がします。集計されていない場合は、申告時に順

番を後にまわっていただくこともありますのでご

了承ください。 

◎住宅ローン控除を受けられる方へ 
　住宅ローン等を利用して家屋の新築、購入また

は増改築をした場合で、一定の要件にあてはまる

ときは、居住の用に供した年以後１０年間、住宅借

入金等の年末残高の合計額をもとに計算した金額

の控除を受けることができます。 

　ただし、バリアフリー改修工事および省エネ改

修工事等に係る特定増改築による住宅ローン控除

の場合は、姫路労働会館で申告してください。 

◎医療費控除を受けられる方へ 
　平成２６年１月１日から１２月３１日までに支払われ

た医療費が対象となります。医療費控除を受けら

れる方は事前にご自身で、支払金額や、保険金な

どで補てんがあった場合はその金額を必ず集計し

ておいてください。集計されていない場合は、申

告時に順番を後にまわっていただくこともありま

すのでご了承ください。 

◎年金所得者の方へ 
　公的年金等の収入金額が４００万円以下であり、か

つ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万

円以下である場合でも、住民税の申告が必要です。 

　また、所得税の還付を受けるために申告をする

ことができますので、ご注意ください。 

１２ 



平成２６年分　確定申告・住民税申告相談会受付会場 平成２６年分　確定申告・住民税申告相談会受付会場 

●事業所得者の方に送付していた申告日程ハガキは送付しません。ご都合のよい日にご来場ください。 

●身体の都合等で会場にお越しになれない方は、役場　税務課　住民税係へ連絡をお願いします。 

●日曜日も姫路労働会館で申告相談を受付します。 

　姫路税務署では、２月２２日及び３月１日の日曜日にも姫路労働会館（姫路

市北条一丁目９８番地）で相談・申告書の受付を行いますので、所得税の確定

申告の方はそちらもご利用ください。両日とも姫路税務署では申告書の受付

等は行っていませんのでご注意ください。 

●申告期間中、役場での申告相談はできません。 

　対象集落の日にお越しになれない方は、別の集落会場、地区会場、もしくは３月９日以降にサルビア

会館へお越しください。  

※会場、時間帯によっては、待ち時間が長くなる場合もあります。時間に余裕を持ってお越しください。 

問い合わせ先　役場　税務課（内線３４４・３４５） 

月　日 

2月16日 

2月17日 

2月18日 

2月19日 

2月20日 

2月21日 

2月22日 

2月23日 

2月24日 

2月25日 

2月26日 

2月27日 

2月28日 

3月1日 

3月2日 

3月3日 

3月4日 

3月5日 

3月6日 

3月7日 

3月8日 

3月9日 

3月10日 

3月11日 

3月12日 

3月13日 

3月14日 

3月15日 

3月16日 

曜日 

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

月 

受付時間 

９時３０分～１４時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１４時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１４時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

９時３０分～１５時 

 

９時～１５時 

９時～１５時 

９時～１５時 

９時～１５時 

９時～１５時 

 

 

９時～１５時 

申告会場 

余 田 公 民 館  

鍛 治 屋 公 民 館  

南 大 貫 公 民 館  

大 門 公 民 館  

福 田 公 民 館  

八千種研修センター 

 

山 崎 公 民 館  

文 化 セ ン タ ー  

板 坂 公 民 館  

新 町 公 民 館  

文 化 セ ン タ ー  

文 化 セ ン タ ー  

 

田 尻 公 民 館  

西 治 公 民 館  

長 野 公 民 館  

八 反 田 公 民 館  

西 光 寺 公 民 館  

サ ル ビ ア 会 館  

 

サ ル ビ ア 会 館  

サ ル ビ ア 会 館  

サ ル ビ ア 会 館  

サ ル ビ ア 会 館  

サ ル ビ ア 会 館  

 

 

サ ル ビ ア 会 館  

対　象　集　落 

余田、小倉 

庄、鍛治屋 

南大貫、東大貫、西大貫 

北野、大門、加治谷、亀坪 

福田 

八千種地区の方 

 

山崎 

馬田 

板坂、田口 

新町 

駅前 

福崎地区、高岡地区の方 

 

西野、井ノ口、　川、田尻 

西谷、西治、高橋 

桜、長野、神谷 

長目、中島、八反田、吉田 

上中島、西光寺、西野野垣内 

田原地区の方 

 

事業所得者、他 

事業所得者、他 

事業所得者、他 

事業所得者、他 

事業所得者、他 

 

 

事業所得者、他 
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◎平成２６年分の確定申告会場のご案内 

◎ご自宅で確定申告書が作成できます 
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナ

ー」をご利用いただくと、画面の案内に従って金額

等を入力することにより、確定申告書等を作成でき

ます。作成した確定申告書はe-Ｔaxで送信できます。

また、印刷して税務署へ郵送等により提出すること

もできます。 

◎復興特別所得税の記載漏れにご注意 
　ください 
　平成２５年分から平成４９年分まで、復興特別所得

税（原則として各年分の所得税の２.１%）を、所得税

と併せて申告・納付することとされています。 

　そのため、申告書の作成にあたっては、「復興特

別所得税額」欄の記載漏れがないようにご注意くだ

さい。 
 

※還付申告の方も含め、申告される全ての方につい

て、「復興特別所得税額」欄の記載が必要となり

ます。 

税務署からのお知らせ 

※混雑の状況等により早めに受付を終了する場合
があります。 
※２/３（火）～３/１６（月）の申告書の受付、用紙の交
付は、姫路労働会館です。 
※用紙については、国税庁ホームページからも印
刷することができます。 
※土曜、日曜、祝日を除きます。ただし、２/２２（日）・
３/１（日）は、会場（姫路労働会館）を開設してい
ます。 
※会場周辺は大変混雑します。公共交通機関をご
利用ください。 

区　分 

所得税 
復興特別所得税 

贈与税 

消費税 
地方消費税 

場　所 

姫路労働会館 

姫路税務署 

姫路労働会館 

日　　時 

２/３（火）～３/１６（月） 
９：００～１７：００ 

３/１７（火）～３１（火） 
９：００～１７：００ 

２/３（火）～３/１６（月） 
９：００～１７：００ 

○ご自宅で、いつでも計算誤りのな

い申告書等を作成できます。 

○作成した申告データを保存しておけ

ば、翌年の申告時に活用できます。 

詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）へ。 
問い合わせ先　姫路税務署（　０７９-２８２-１１３５㈹） 

１４ 

検索 検索 
フェニックス共済 

兵庫県住宅再建共済制度 フェニックス共済 小さな負担で 
大きな安心 区　分 

住宅再建共済 
（※1） 

年額5,000円 

年額500円 

年額1,500円 

最高600万円 

最高25万円 

最高50万円 

負担金 被害認定 

半壊以上 

半壊以上 
または床上浸水 

給付金 

一部損壊特約 
（H26年8月開始） 

一部損壊 
（損害割合10％以上） 

家財再建共済 
（※2） 

（※1）分譲マンションにお住まいの方も加入できます。 
（※2）借家にお住まいの方も加入できます。 



第86話 

　
２
０
１
３
年
１１
月
号
の
広
報 

（
よ
も
や
ま
話
第
８４
話
）
で
は
、

民
俗
学
者
・
柳
田
國
男
が
誕
生
す

る
に
あ
た
っ
て
、
彼
の
　
川
で
の

経
験
が
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
が
、
成
人

し
、
民
俗
学
者
と
な
っ
た
彼
は
　

川
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
想
い
を

抱
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今

回
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の

検
討
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
従
来
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
否

定
的
な
見
方
を
す
る
向
き
が
あ
り
、

『
福
崎
町
史
』
第
二
巻
本
文
編
Ⅱ

に
お
い
て
も
、
儒
学
者
の
家
風
と

　
川
の
一
般
人
と
の
間
に
隔
た
り

が
あ
っ
た
こ
と
、
國
男
が
郷
里
　

川
を
後
に
し
て
再
び
　
川
に
住
む

こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
そ
れ

ら
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
彼
が

　
川
を
嫌
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

　
明
治
３３
年
（
１
９
０
０
）
、
國

男
は
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
政

治
科
を
卒
業
し
、
農
商
務
省
農
務

局
に
入
り
ま
し
た
。
翌
年
、
柳
田

家
の
養
子
と
な
り
、
柳
田
國
男
と

名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
官
吏

と
し
て
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て
い

ま
し
た
が
、
大
正
２
年（
１
９
１

３
）に
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
の
刊

行
を
開
始
し
、
郷
土
史
家
、
郷
土

研
究
家
の
寄
稿
を
求
め
る
他
、
自

ら
多
く
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て

論
文
や
見
聞
を
執
筆
し
始
め
ま
し

た
。
そ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
大
半
は

　
川
界
隈
の
親
族
や
知
人
、
ま
た

柳
田
家
の
親
戚
に
関
わ
る
も
の
で

し
た
。 

　
こ
の
点
に
つ
い
て『
福
崎
町
史
』

第
二
巻
本
文
編
Ⅱ
で
は
、
「
ど
の

よ
う
な
國
男
の
意
図
か
ら
で
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し

て
い
ま
す
が
、
私
は
素
直
に
彼
の

望
郷
の
念
が
色
濃
く
表
れ
た
こ
と

と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
も
彼
の

学
問
的
背
景
が
何
で
あ
っ
た
の
か

が
物
語
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

　
つ
ぎ
に
、
國
男
と
三
木
拙
二
と

の
交
流
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
拙
二
は
國
男
の
友
人
で
し
た

が
、
単
な
る
友
人
と
い
う
の
で
は

な
く
、
故
郷
で
の
知
友
と
い
う
べ

き
人
物
で
し
た
。
二
人
の
交
流
は

お
互
い
の
晩
年
ま
で
続
き
ま
す
。

近
年
、
神
戸
大
学
と
の
連
携
事
業

が
進
む
な
か
で
、
大
庄
屋
三
木
家

文
書
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
絵
葉
書

の
文
章
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

　
例
え
ば
大
正
１２
年（
１
９
２
３
）

１１
月
３１
日
付
で
、
お
そ
ら
く
國
男

が
朝
日
新
聞
社
客
員
と
し
て
イ
タ

リ
ア
に
出
張
し
た
折
り
に
拙
二
宛

に
郵
送
し
た
も
の
に
は
、
あ
と
半

年
ほ
ど
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
暮
ら
さ

ね
ば
な
ら
ず
、
骨
ば
か
り
折
れ
る

と
漏
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

末
尾
に
は
、
た
ま
に
は
　
川
へ
帰

り
た
い
と
記
し
て
い
ま
す
。
同
様

の
趣
旨
の
書
簡
類
は
他
に
も
残
存

し
て
い
ま
す
。 

　
國
男
に
と
っ
て
の
　
川
の
持
つ

意
味
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
に

と
っ
て
最
も
重
要
な
故
郷
は
　
川

だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

『
故
郷
七
十
年
』（
新
装
版
）（
神
戸

新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
１
９

８
９
年
）に
は
　
川
の
明
治
初
年

の
人
や
風
景
が
い
き
い
き
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
疑
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
故

郷
と
は
、
彼
の
民
俗
学
研
究
の
基

礎
を
形
成
し
た
場
所
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
と
関
係
の
深
か
っ
た
三
木

家
と
の
交
流
を
、
彼
は
い
つ
ま
で

も
大
切
に
想
っ
て
い
た
の
で
す
。 

福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う

福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う 

福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う 

〜
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
報
告
〜 

せ
つ
じ 

て
い 

「
民
俗
学
者
・
柳
田
國
男
に
と
っ
て
の
　
川
」 

奈
良
教
育
大
学
　
特
任
准
教
授
　
山
　
善
弘

 

柳田國男から三木拙二への絵葉書（個人蔵） 

●文化センター行事予定（2/20～3/19） 

神崎学園 

日時：２月２６日（木）　１０：００～１２：００　専門講座 
 

老人大学（神崎学園・福寿学園）閉講式 

日時：３月５日（木）　１０：００～ 

サルビアセミナー（公開講座） 
　日時：２月２０日（金）　１３：３０～１５：００ 
　演題：「ドラマで読み解く韓国社会・韓国文化」 
　講師：神戸医療福祉大学　社会福祉学部経営福祉ビジネス学科
　　　　　　教授　綛谷　智雄 
老人大学一般教養講座（公開講座） 
　日時：２月２６日（木）　１３：２０～１５：００ 
　演題：「漢字を通してみる日中のきずな」 
　講師：神戸医療福祉大学　社会福祉学部経営福祉ビジネス学科
　　　　　　准教授　宋　栄芬 
※上記公開講座は、一般の方も参加できます。 

１５ 


